
山梨県市町村合併推進構想
構想における市町村合併の組み合わせは、7つの視点で検討しました。
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　昨年4月に施行された「市町村の合併の特例等に関する法律（いわゆる合併新法）」に基づき、県では

7つの視点から検討した新たな市町村合併の組み合わせなどを示す「山梨県市町村合併推進構想」を

作成し、小規模町村などを対象として、さらなる合併を推進しています。

fu r e a i 13＿ f u r e a i12＿

早期に実現すべき市町村合併の

組み合わせ（1次構想）

増穂町 鰍沢町＋

早川町 身延町＋

西桂町 都留市道志村 ＋ ＋

鳴沢村 富士河口湖町＋

芦川村 笛吹市＋ 平成18年8月1日合併予定

情勢の変化に応じて今後1次構想

に追加する市町村合併の組み合わせ

忍野村 富士吉田市山中湖村＋ ＋

昭和町 ＋ 甲府市または中央市

丹波山村小菅村 ＋ ＋ 隣接する市
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生活圏域を踏まえた行政区域の一体性

　生活圏域の一体性を踏まえ、「客観的にみて、構想対象町村がどの市町村と合併すれば、合併後においてより強い地域的一体性

を持って中長期的な自治体経営を行うことができるか」という観点から次に掲げる項目を中心に検討しました。

　・地理的、歴史的な一体性　　・行政上の一体性　　・産業・経済上の一体性　　・生活上の一体性　など

視点 1

「山梨県市町村合併推進要綱」との整合性

　平成12年3月に策定した「山梨県市町村合併推進要綱」に

示された合併パターンとの整合性を考慮し、その延長線上で

検討しました。

視点 2

地勢上から見た有意な組み合わせの有無

　地理的にみて、その市町村との組み合わせ以外に選択肢が

ない場合が想定されることから、地勢上から見て他に有意な

組み合わせがあるか否かについても考慮しました。

視点 4

実現可能性の考慮

　将来的な広域合併を視野に入れつつ、期限内での合併実現

の可能性を考慮しました。

視点 6

合併協議の経緯など

　旧合併特例法の期限内に、さまざまな理由で合併協議に入

らなかったり、合併協議を行ったものの合併に至らなかった

町村など、こうした経緯や状況も考慮しました。

視点 3

市町村の意向など

　組み合わせの検討に当たっては、構想対象町村の現況及び

将来見通し、地域的一体性、関係市町村の意向などにも留意

しました。

視点 5

合併市町などの取り扱い

　旧合併特例法の期限内で合併した市町であっても、構想対

象町村の重要な相手先となる場合などにおいては、構想対象

として位置づけました。

視点 7
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